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役員報酬減額の継続に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 27 年４月 10 日に発表いたしました「役員報酬の減額に関するお知らせ」に

ついて、平成 28 年２月期第２四半期の決算における業績の経営責任を明確にするために、現

下の経営状況に鑑み、下記の役員報酬減額を継続することといたしましたのでお知らせいた

します。また、監査役より監査役報酬につき自主返上継続の申し入れがありましたので併せ

てお知らせいたします。 

 

記 

 

１．役員報酬減額の継続内容 

代表取締役      月額報酬額の 50%を減額 

取締役役付執行役員  月額報酬額の 20%を減額 

取締役執行役員    月額報酬額の 10%を減額 

社外取締役      月額報酬額の 10%を減額 

執行役員       月額報酬額の 10%を減額 

 

２．監査役報酬自主返上の継続内容 

監査役        月額報酬額の 10%を減額 

 

３．減額対象期間 

平成 27 年 12 月より平成 28 年５月 の６ヶ月間 

 

なお、当社連結対象子会社のうち、ユニー株式会社、株式会社サークルＫサンクス（執行

役員除く）におきましても、役員報酬減額の継続および監査役報酬自主返上の継続を行うこ

とを決めております。 

 

 

以 上 


